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プラスチックごみの海への流出を防ぐために
近年、プラスチックごみによる海の汚染が、地球
規模で問題となっています。
海に流れ出るプラスチックごみの多くは、私たち
の日々の生活で発生し、雨で川に流され、海へと流
れ出たものです。
プラスチックごみの海への流出を防ぐため、ご自
宅周りの片づけをお願いします。
また、普段から、ごみは確実にごみ箱へ捨て、落
ちているごみも拾ってごみ箱へ捨てるよう心がけま
しょう。
 町民課 戸籍環境係 ☎52－5851

ありがとうございます「ふるさと氷川応援寄附金」
「氷川町のために役立ててください」と、ふるさと
氷川応援寄附金（ふるさと納税）をいただきました。
皆さまのご厚意による寄附は、町の発展のために
有意義に活用していきます。
【寄附いただいた皆さま】
※掲載の承諾をいただいた人のみ掲載しています。
（令和元年 8月受付分）
・梅田 多一 様（神奈川県）
・下田 勝則 様（熊本県）
 企画財政課 財政係 ☎52－5850

インフルエンザ予防接種のお知らせ
インフルエンザの予防接種を受けることで、重症化や死亡の危険性を下げることができます（高齢者
の場合、発病予防効果が約45％、死亡を阻止する効果は約80％といわれています）。年齢が低いほど効
果の割合は下がりますが、幼児では2回受けることで予防効果が高まると期待されています。
高齢者はご本人が希望する場合のみ、接種することができます。意思表示が困難な場合は、ご家族ま
たはかかりつけ医の協力により、本人の希望の意思が確認できた場合のみ接種することになります。
意思表示が不明な高齢者が接種された場合、任意接種となり全額自己負担になります。
◆接種対象者
①65歳以上の人
②60歳以上65歳未満の人で、心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で日常
生活活動が極端に制限される程度の障害を持つ人。（医師の指示がある人のみ）
③1歳から高校3年生まで
※年齢・学年は接種当日が基準
◆補助回数
1 回分の接種料金を一部補助します
◆自己負担額
①②の対象者・・・1,350円（氷川町・八代市・宇城市の指定医療機関以外で接種する場合は、自己負

担額が1,350円を超える場合があります）
③の対象者 ・・・2,000円を超える額（接種料金は医療機関で異なります）
◆接種期間
①②の対象者・・・12月31日（火）まで
③の対象者 ・・・令和2年1月31日（金）まで
◆接種時に必要なもの
・予診票
・健康保険証などの住所、氏名、生年月日が確認できるもの
・母子健康手帳（お子さまの接種時）
・委任状（保護者以外の人が同伴の場合）
※予診票および委任状は医療機関に備え付けられています。
※母子健康手帳を紛失された場合は、再発行しますので事前にご連絡ください。
◆指定医療機関
かかりつけ医または町民課までお問い合わせください。
なお、指定医療機関外での接種には事前手続きが必要ですので、事前にお問い合わせください。
 町民課 保健予防係 ☎52－7154
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学童保育指導員を募集します

小学生の学習指導や遊び（主に外遊び）の指導を
する「学童保育指導員」を募集しています。子ども
が好きな人をお待ちしています。
◆雇用形態 パート
◆勤務地 竜北西放課後児童健全育成クラブ
◆雇用時間
（平 日）
13時～19時の間で3～5時間
（土曜日、学校長期休業日、学校指定振替日）
7時30分～19時の間で8時間程度
◆勤務日数 週2～6日程度
◆時 給 780円～
◆交通費 10,000円まで
◆その他 高卒以上

（教員免許、保育士免許所持者は優遇）
 竜北西放課後児童健全育成クラブ
 ☎090－9406－8310（平日 14時～19時）

【八代版】働く人の健康川柳大募集
◆テーマ 「運動」「食事」「睡眠」「飲酒」「喫煙」「健

康診断受診」など健康に関する川柳
◆募集期間 9月10日（火）～10月31日（木）

※当日消印有効
◆対象者 八代地域（八代市・氷川町）に住んで

いるまたは働いている人
※働いている人のみご応募できます。

◆応募方法 必要事項を記入し、郵送、FAX、メール、
または持参により八代保健所へ提出（１
人につき２作品まで）

◆表 彰 最優秀賞または優秀賞には、旅行券３
万円分など豪華賞品をお渡しします。

※詳しくは
【お問い合わせ・申込先】
〒866-8555 八代市西片町 1660
八代保健所 保健予防課
☎33－3229 FAX 33－6321
メール yatsuhohoken25@pref.kumamoto.lg.jp

タクシー料金の一部助成について

町内にお住まいの人で、移動手段がない高齢の人や、運転に支障のある障がいをお持ちの人にタクシー
の乗車料金の一部助成を設けています。利用には申請が必要で、審査をした後に交付を決定いたします。
◆対象者（町内にお住まいの人で町税などの滞納がなく、次のいずれかに該当する人）
・身体障害者手帳第 1種の交付を受けている人
・療育手帳A1またはA2の交付を受けている人
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
・運転免許を持たない75歳以上（昭和19年4月1日以前に生まれた人）のみで構成され、前年度（平
成30年）の市町村民税が非課税世帯の人

※年齢と世帯員の構成については、平成 31年4月1日での状況になります。
◆助成額
年12,000円（500円券を24枚）
◆申請に必要なもの
・申請書
・対象者の印鑑
（以下、該当者のみ）
・該当する障害者手帳の写し
・市町村民税非課税世帯であることが確認できる書類 ※氷川町で確認できない人のみ

◆申請先 福祉課 福祉係または宮原振興局 地域振興課 総合窓口係
※本事業は3年間の実証実験です。
 福祉課 福祉係 ☎52－5852
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